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○通所介護サービス費の介護報酬算定におけるサービス提供時間の確認について 

通所介護サービスの介護報酬算定については、サービス提供時間に応じて行われているところです。しかしなが

ら利用者を送迎する車の事業所への到着の遅れや事業所からの出発時間が早い場合などにより、計画のサービス

提供時間よりも短くなっているにもかかわらず、計画のサービス提供時間で過大請求をしている事業所がありました。

各事業所におかれましては、報酬の算定に当たって、サービス提供記録等により実際のサービス提供時間を確認

の上、介護報酬の請求をしていただきますようよろしくお願いいたします。 

○福祉用具の介護給付適正化の推進について 

利用者に対する介護給付通知書への福祉用具貸与に係る情報記載を拡充することが可能となりました。 

詳細は、以下のＨＰを確認ください。  <参考> 社会保障審議会介護給付費分科会「平成２１年度介護報酬改定

に関する審議報告（平成２０年１２月２０日）」（一部抜粋）  「福祉用具貸与の価格については、同一製品で非常に

高額になるケース等（いわゆる外れ値）が一部存在していること等を踏まえ、競争を通じた価格の適正化を推進す

るため、製品毎等の貸与価格の分布状況等の把握・分析・公表や、介護給付通知における同一製品の貸与価格幅

等の通知を可能とするなど、都道府県、市区町村の取組を支援する。」 

→東京都介護サービス情報＞介護保険についてのお知らせ＞介護保険最新情報Ｖｏｌ９８（厚生労働省通知）
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishinkako32_99/index.html） 

○指定更新申請書を発送しました 

平成１６年２月１日に指定を受けた居宅系サービス事業所・施設（介護保険課所管分）については、指定更新申請

書を７月下旬に発送しました。提出期限は、平成２１年８月３１日です。指定更新申請書に印刷されている内容は、平

成２１年７月２１日時点の審査完了データですので、内容に変更があり、変更届が提出されている場合は、申請書を

訂正の上、提出してください。また、申請書発送以降に内容に変更があった場合には、申請書（訂正済みのもの）及

び変更届を提出してください。 

→東京都介護サービス情報＞事業者指定更新 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/koshin/index.html） 

【更新のお問い合わせ】 （財）東京都福祉保健財団事業者支援部事業者指定室 ＴＥＬ０３－５２０６－８７５２ 

○平成２１年度指定更新事業者研修会を実施します 

平成２１年１０月１日から平成２２年９月１日までに指定更新を行う事業者・施設の管理者等を対象に以下の点を

目的として研修会を開催いたします。 

１ 介護サービス利用者の尊厳の確保・サービスの質の向上  ２ 介護事業者の法令遵守の徹底等 

◆開催日時／平成２１年８月１２日（水）及び平成２２年２月１７日（水）<各日午後２時から> 

◆開催場所／東京都庁第一本庁舎５階大会議場 

なお、対象事業者に対しては、（財）東京都福祉保健財団から入場証が送付されます。 

日時を確認の上、ご来場ください。 

○注意 
「通所介護サービス費の介護報酬算定におけるサービス提供時間の 
確認について」 

○最近の動向 
「福祉用具の介護給付適正化の推進について」 
○お知らせ 
「平成２１年度指定更新事業者研修会を実施します」 

 
「指定更新申請書を発送しました」 

 
「介護サービス情報の公表に係る平成２１年度公表計画について」 

 
「シンポジウム「認知症の人を支える～医療・ケアの最前線から」を 
開催します」 
 

「介護支援専門員等対象の研修会について」 
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○「介護サービス情報の公表」に係る平成２１年度公表計画について 

６月号でもお知らせしましたが、国の報告システム配付の遅れにより、「介護サービス情報の公表」の平成２１年

度計画スケジュールが遅延しております。 

東京都における今後の予定は以下のとおりです。（今後変更になる場合があります。） 

【予 定】 ◆平成２１年公表計画決定及び公表対象事業者宛て「計画通知」の送付／平成２１年９月末頃 

◆訪問調査月／平成２１年１１月～平成２２年２月 

（各事業者の訪問月は、上記「計画通知」でお知らせいたします。） 

◆調査票入力開始期日及び提出期限等 

（各事業者の調査票入力開始期日及び提出期限等は、上記「計画通知」でお知らせいたします。） 

なお、最新情報は「とうきょう福祉ナビゲーション」（http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/）の「介護サービス情報の

公表」ページの「新着情報」に随時掲載いたします。 

【報告方法及び公表内容のお問い合わせ】 東京都指定情報公表センター TEL０３－５２０６－８７３６ 

【本制度のお問い合わせ】 介護保険課介護保険係 TEL０３－５３２０－４５９０ 

 

○シンポジウム「認知症の人を支える～医療・ケアの最前線から」を開催します 
東京都では、認知症に対する正しい理解の促進を目指し、平成１９年度から、「世界アルツハイマーデー」を記念

して９月にシンポジウムを実施しています。 

高齢者の多くの方々は、住み慣れた地域での生活を継続することを望んでいます。たとえ認知症になっても住

み慣れた地域で暮らすことは可能なのか、医療・ケア（介護・地域）は、どこまで認知症の人を支える力になれるの

か、両分野の専門家の方々をお招きして、それぞれの取組みの最前線をお話しいただきます。 

【内容】 

１ 基調講演１ 「認知症医療の最前線」  繁田 雅弘 氏 （首都大学東京健康福祉学部学部長） 

２ 基調講演２ 「認知症ケアの最前線」  永田 久美子 氏 （認知症介護研究・研修センター研究部副部長） 

３ ビデオ上映・解説 「小規模多機能型ホームにおけるケア」  福井 幸成 氏 （株式会社大起エンゼルヘルプ

小規模多機能ホーム方南ホーム長） 

◆開催日時／平成２１年９月１６日（水） １４時から１７時まで 

◆開催場所／東京都庁第一本庁舎５階大会議場  

◆定   員／５５０人 

◆申込方法／９月２日（消印・受信有効）までに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号を明記のうえ、往復はがき又は

FAX で下記申込先までお送りください。 

【申込先】 認知症シンポジウム事務局 

       〒１０５－００１２ 港区芝大門１－１－１３深瀬ビル２F FAX０３-３４３８-３６５１ TEL０３-６４２１-９１１２

○介護支援専門員等対象の研修会について 

「認知症を支えるケアマネジメントとは」をテーマに講演とシンポジウムを開催いたします。 

◆開催日時／平成２１年９月２７日（日） １０時から１６時３０分まで 

◆申込締切／９月４日（金）まで 

※詳細は「東京都介護支援専門員研究協議会」ホームページをご覧ください。（http://cmat.jp/） 

【お問い合わせ】 ＮＰＯ法人 東京都介護支援専門員研究協議会 ＴＥＬ０３－３５５６－１５４１ 
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